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Ⅰ．企業年金ナショナルセンター事業  

 

（１）社会保障審議会企業年金・個人年金部会等において、引き続き検討課題となった

事項に関する議論を行う際に、制度の改善に係る意見を表明するなど、積極的に政

策提言を行う。 

（２）企業年金の制度別・設立形態別のニーズを踏まえ、改善事項について常設委員会

における調査審議を行うとともに、企業年金制度の普及・発展に資する政策提言活

動を積極的に行う。 

 

 会員ニーズの把握に努め、引き続き、会員支援サービスの充実に努める。 

１．相談・助言事業 

（１）制度運営等に関する相談・助言 

確定給付型企業年金の年金実務全般や年金財政、コンプライアンス、資産運用に

関する課題、企業型確定拠出年金の制度運営に関する相談、照会に対し、電話や E

メール、来訪、訪問等により、きめ細やかに応答、助言を行う。 

（２）年金 Q&A 等の掲載 

「年金 Q&A」、「用語集」、「相談事例集」及び制度運営に役立つ各マニュアルをホー

ムページに掲載し、適時更新する。 

（３）総合型企業年金への支援 

中小企業の受け皿となる総合型の企業年金に対し、常設委員会での調査審議や研

修、意見交換会の開催及びアンケート調査の実施などにより、総合型企業年金の要

望等を踏まえつつ、事業運営の一助となるよう支援する。 

（４）規約型 DB 意見交換会の開催 

規約型確定給付企業年金の事業運営上の課題や企業年金に関係する人事・労務に

係る諸問題等について、規約型確定給付企業年金の担当者による意見交換会を Web

会議により開催する。 

（５）企業型 DC 意見交換会の開催 

企業型確定拠出年金を健全に運営するための体制の整備や継続投資教育の実施に

係る諸課題等について、企業型確定拠出年金の担当者による意見交換会を Web 会議

により開催する。 

（６）eラーニングの実施 

会員のニーズ等を踏まえ、実務担当者向けの解説や時事の相談事例等をコンテン

ツとした eラーニングの新規リリースを進める。 

【２】会員支援サービス 

【１】企業年金制度の拡充を目指した政策提言活動 



2 

 

２．会員向け役職員研修 

（１）研修事業の実施 

会員のニーズを踏まえ、研修カリキュラムの見直しを行うとともに、会員の関心の

高いテーマを取り上げた研修事業を実施する。また、原則、対面研修と動画配信研修

の選択を可能とし、受講機会の多様化ニーズに対応する。 

なお、「資産運用立国実現プラン」及び「確定給付企業年金に係る資産運用関係者の

役割及び責任に関するガイドライン」の趣旨に鑑み、資産運用に関する研修を通じた

人材育成の支援として、引き続き、全ての企業年金関係者を対象に、資産運用に関す

る研修講座の動画配信を実施する。 

【実施計画】 

対面研修 31講座（46回） 

動画配信研修 37講座 

ライブ配信 3講座（3回） 

（注）企業年金管理士（確定拠出年金）更新研修を除く 

 

（２）研修事業の新設・増設・改編 

会員から多くのニーズが寄せられた、「企業年金事務の DX化」研修や「業務マニュ

アル作成研修（実践編）」を新設するとともに、会員同士の交流が図れる情報交換会を

「新任常務理事・新任運営者研修」及び「新任事務長・新任事務責任者研修」に増設。  

また、既存研修の実施状況を踏まえ、一部研修の講義時間拡大や動画研修への集約

などのカリキュラム改編を実施する。 

 

３．会員への情報提供 

（１）企業年金セミナー等の開催 

企業年金制度の振興と会員への情報提供の充実を図るため、「企業年金の運用等の

見える化」の施行も見据え、企業年金に関する法律改正事項の説明やその他企業年

金に関する最新動向など、会員の関心が高いテーマを取り上げたセミナー等をハイ

ブリッド形式（対面･オンライン）により開催する。 

（２）企業年金の実態に関する統計調査の実施 

会員等に対し、確定給付型企業年金の資産運用及び財政・事業運営並びに確定拠

出年金に関する実態調査等を実施し、調査結果を提供する。 

（３）受託機関の資産運用状況等の提供 

アセットオーナー・プリンシプル原則３に係る運用機関の定量評価について、「生

保各社の一般勘定及び団体年金区分の資産運用状況」及び「運用受託機関プロダク

ツ情報」を提供する。 
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（４）「企業年金に関する基礎資料」の発行 

企業年金制度全般から公的年金制度や海外の年金制度に至るまで、各制度の解説

及び豊富な統計データを集約した「企業年金に関する基礎資料」を発行する。 

（５）企業年金に関する最新情報の提供 

① 月刊「企業年金」の発行 

企業年金制度の最新動向及び会員・連合会の活動状況等、会員等にとって身近

でタイムリーな内容を取り上げた月刊「企業年金」（年 10回）を発行する。 

また、より活用していただくため、電子版をホームページに掲載する。 

②  メールマガジンの発行 

会員向けの「企業年金ニュースレター」（原則週 2回発行）及び「DC FILE」（隔

月発行）について、必要な情報をわかりやすくタイムリーに提供する。 

③  スチュワードシップ活動に関する情報の提供 

企業年金のスチュワードシップ活動に寄与するため、有益な資料や統計につい

てホームページに掲載する。 

４．会員向けホームページの開設・運営サービスの実施 

会員の情報開示・発信の手段として、ホームページ開設・運営サービスを実施する。 

令和７年度から開始した会員のニーズを踏まえたモバイル端末用レイアウト表示

や災害時伝言板対応などの機能改修を引き続き行うとともに、サービス利用の拡大を

図るための勧奨活動を実施する。 

５．会員の維持及び新規会員加入のための取り組みの推進 

会員への訪問や電話、企業年金セミナー等の開催による情報提供活動を実施すると

ともに、会員ニーズの把握に努めることにより、既存会員の維持を図る。 

また、会員支援サービスのトライアル利用について、引き続き取り組みを実施し、

新規会員の加入を推進する。  
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私的年金制度の普及に向け、積極的に役割を果たしていく。 

１．私的年金制度の普及促進 

私的年金制度の普及促進のため、商工会議所等と連携し、中小企業経営者向けに企

業年金導入に向けたセミナーを実施する。また、企業人事・労務担当者等を対象とし

た東京開催の福利厚生 EXPOに出展し、私的年金制度の理解、導入の促進を図る。 

２．企業年金スチュワードシップ推進協議会による協働モニタリングの実施 

「企業年金スチュワードシップ推進協議会」の事務局として、運用受託機関によるス

チュワードシップ活動の協働モニタリングを実施する。同協議会会員専用サイトを通

じて必要な情報の共有を図るとともに、合同説明会、勉強会等を実施する。 

３．資産運用に関する研修を通じた人材育成支援（再掲） 

「資産運用立国実現プラン」及び「確定給付企業年金に係る資産運用関係者の役割及

び責任に関するガイドライン」の趣旨に鑑み、資産運用に関する研修を通じた人材育

成の支援として、引き続き、全ての企業年金関係者を対象に、資産運用に関する研修

講座の動画配信を実施する。 

 

４．確定拠出年金の加入者等を対象とした投資教育事業の実施 

（１）企業型確定拠出年金加入者向け投資教育 

ｅラーニング及びウェビナーについて、内容の改善を行いながら引き続き実施する。

また、投資教育事業の更なる利用促進を図る。 

（２）個人型確定拠出年金（iDeCo）加入者向け投資教育 

ｅラーニング及びウェビナーについて、最新動向を加味しながら引き続き実施する。

また、国民年金基金連合会や厚生労働省等の関係団体と連携し更なる利用促進を図る。 

５．企業年金プラットフォーム事業の円滑な実施 

企業型確定拠出年金を実施する事業主及び確定給付企業年金等を実施する事業主・

基金と国民年金基金連合会との情報連携を行うための企業年金プラットフォーム事

業を円滑に実施する。 

 

【３】私的年金制度普及事業 
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６．私的年金制度に関する調査及び研究 

我が国の私的年金制度の普及振興に資するため、国内外の年金制度等の実態や海外

の私的年金の普及促進に係る情報等を調査する。また、「企業年金の運用等の見える

化」の施行も見据え、企業年金の運営の改善に資する会員支援の更なる強化策につい

て調査・検討する。 

 

Ⅱ．年金通算センター事業  

１．年金通算センター事業の円滑な運営 

（１）年金受給者への確実な年金支給 

① 適正に管理された記録に基づいた年金の裁定及び支払事務を行うとともに、事

務の効率化を図り、確実な年金支給を推進する。 

② 日本年金機構との情報連携の一層の強化を図り、受給者サービスの向上を図る。 

（２）法律改正等の対応と的確なシステム開発 

法律改正・制度改正等に対応する事務スキームの検討、構築やそれらを踏まえた

的確なシステム開発を実施する。また、業務の正確性向上・効率化等を図るための

システム開発を実施する。 

（３）確定給付企業年金等からの記録の確実な承継 

確定給付企業年金等から移換される中途脱退者等の記録を確実に承継する。 

２．オンラインによる裁定請求等の勧奨 

令和７年度に開始したオンラインによる裁定請求並びに住所、氏名及び受取金融機

関の変更の申請について周知を行うなど、利用勧奨に向けた取り組みを実施する。 

３．中途脱退者等に係る記録の整備 

中途脱退者に係る基礎年金番号の訂正処理等の記録整備を推進する。 

４．裁定請求書未提出者対策の実施 

（１）裁定請求書不達者及び請求保留者の対策を継続的に実施 

裁定請求書不達者に対しては、日本年金機構や地方公共団体情報システム機構（J

－LIS）からの送付先住所取得に努め、請求保留者に対しては、年金額案内書の送付

などを行い、未提出者解消に向けた様々な対策を実施する。 

（２）裁定請求書未提出者に対する広報活動を効果的に実施 

連合会老齢年金の請求を呼びかけるための広報チラシを、年金事務所及び街角の

年金相談センター等へ設置する。 
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５．年金給付等に係る数理業務の実施 

（１）連合会の年金給付及び一時金給付に係る数理業務を実施 

連合会年金経理における責任準備金の算定や将来のキャッシュフロー推計等を

実施する。 

（２）通算企業年金の予定利率等の継続的な検証を実施 

確定給付企業年金経理の安定的な財政運営を行うため、通算企業年金の予定利率

等の継続的な検証を実施する。 

６．通算企業年金の広報等を通じた年金原資の移換促進  

通算企業年金等に関する広報用動画及び特設ページをより多くの中途脱退者等に

閲覧していただくための方策として、これらを案内する Web広告を実施する他、広報

用チラシ等を引き続き企業年金関係者に配布。中途脱退者等に当該コンテンツを利用

していただくことで、企業年金連合会及び通算企業年金の認知度向上を図り、通算企

業年金への移換を促進するとともに、事業主による離転職者に対しての説明義務の負

担軽減を図る。 

 

Ⅲ．年金資産の効率的な管理・運用  

１．運用の基本方針に基づく効率的な資産運用とリスク管理 

適切なリスク管理のもと、中長期的に必要なリターンの達成と運用の効率性向上の

ための取り組みを行う。 

業務効率化及び情報開示充実のための取り組みを継続する。 

２．効率的なマネジャー・ストラクチャーの構築 

各資産クラスの運用委託先のモニタリング及び評価等に基づき、効率性及びアルフ

ァ獲得の観点から必要に応じて見直しを実施する。 

効率的なマネジャー・ストラクチャーの構築とアルファ向上を図るため、運用機関

のリサーチ及びモニタリング活動を継続する。 

３．スチュワードシップ活動の充実 

責任ある機関投資家として、スチュワードシップ活動への取り組みを継続する。 
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 Ⅳ．その他の事業等  

１．共同運用事業の実施と加入促進に向けた取り組み 

企業年金からの拠出金を合算して運用を行う共同運用事業を円滑に実施するとと

もに、事業内容の理解と周知を図りながら、事業の加入促進に向けた取り組みを継続

する。 

２．事務所移転 

事業継続（BCP）の観点から、地震対策等に優れたオフィスビルへの移転を検討す

る。 

 

Ⅴ．適正な事業運営  

１．監事・監査法人による監査及び業務監査の実施 

（１）財務諸表等に関する監事及び監査法人による会計監査を実施する。 

（２）職員のコンプライアンス意識の向上を図り、コンプライアンスを実践するととも

に、各部門での業務監査を通じて、事故・不適切事項の発生防止及び業務改善・問題

解決を支援し、適切な業務遂行を促進する。 

（３）調達は原則として一般競争入札に付するものとし、調達委員会による契約審査及び

コンプライアンス・業務監査室による監査を実施し、調達契約を適正化し、経費の削

減を促進する。 

２．人財育成 

教育訓練基本方針に基づき、職員の専門性を高める観点から、職員研修を実施し、

人財の一層の育成を図る。 

３．ISMS及び BCMS の継続的実施 

（１）情報資産のリスクアセスメントなどに基づく ISMSにかかわるマネジメントサイク

ル（PDCA サイクル）を継続的・自律的に機能させるため、外部監査の結果や自ら発

見した課題等を主体的に管理していくとともに、能動的に横展開する運用を確実に

行う。  

政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準等の動向や情報セキュ

リティリスクの評価結果を踏まえ、速やかに実効性のあるガイドの改正等を行う。 

  （２）地震や火災などの災害発生時に、年金給付などの重要業務を確実に継続するた

め、事業継続計画に基づく事業継続マネジメントシステム（BCMS）を継続的に実施

する。 
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４．連合会ネットワークのセキュリティ対策の継続的実施 

連合会ネットワークの安全性を確保するため、脆弱性対策、異常検知及び CSIRT

訓練を実施し、重大な事故を防ぎ、事業継続を確保する。 

また、ゼロトラストモデルを推進し、職員向けセキュリティ研修を行うことにより

人的リスクの低減を図る。  

５．地方協議会等の運営支援 

（１）講師派遣等 

地方協議会等が主催する研修会等に連合会役職員を講師として派遣、Web 参加、

情報交換など、開催を支援する。 

（２）地方協議会の事業運営経費の交付 

地方協議会の円滑な事業運営（総会、理事会及び研修会等の開催）に資するため、

会費収入の一部を各地方協議会に交付する。 
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運営理念  

企業年金連合会 使命 

企業年金連合会は、 

企業年金の通算事業と企業年金に対するサービスの提供を通じて、 

企業年金の加入者・受給者の福祉を守り、 

企業年金に対する理解と評価を高め、 

企業年金の発展を図る。 

 

行動憲章  

１．加入者・受給者へのサービス 

私たちは、これから年金を受ける方、すでに年金を受けられている方が安心 

して年金を受けられるよう、親切な対応と正確・迅速な業務の遂行に努めます。 

２．会員へのサービス 

私たちは、会員の要望を真摯に受け止め、質の高いサービスを積極的に提供 

します。 

３．企業年金制度の充実と発展 

私たちは、日本の企業年金制度の充実と発展を目指した活動を行います。 

４．資産の安全かつ効率的な管理・運用 

私たちは、お預かりした年金資産を安全かつ効率的に管理・運用します。 

５．法規範の順守 

私たちは、高い倫理観を持ち、法規範、社会のルールを遵守して行動します。 

６．個人情報の保護 

私たちは、個人情報の重要性を常に認識し、安全な管理を徹底します。 

７．職場環境の充実 

私たちは、お互いに協力し合い、自由に意見交換の出来る風通しの良い職場 

環境を作ります。 
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